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寺山町自治会規約 

    第１章 総則 

（名称） 

 第１条 本会は、寺山町自治会（以下、「本会」という）と称する。 

（事務所） 

 第２条 本会は、事務所を会長宅に置く。 

（区域） 

 第３条 本会の区域は、横浜市緑区寺山町の区域とする。 

（目的） 

 第４条 本会は、次に掲げる事業を行い、隣人の互助・共助の精神に基づき、家庭と地域

社会の向上発展に寄与することを目的とする。 

     （１）防災、防犯、防火、交通安全に関すること。 

     （２）青少年の健全育成に関すること。 

     （３）保健衛生に関すること。 

     （４）共済福祉に関すること。 

     （５）文化娯楽に関すること。 

     （６）その他本会の目的達成に必要なこと。 

（事業部） 

 第５条 本会は、前条の目的を達成するため次の事業部を置き、それぞれの事業を行う。 

     （１）消防部 

     （２）防犯部 

     （３）青少年部（青少年指導員、スポーツ推進委員､子ども会） 

     （４）保健衛生部 

     （５）交通部 

     （６）家庭防災部 

     （７）環境事業推進部 

     （８）民生福祉部 

     （９）長寿会 

    （１０）広報部 

 

    第２章 会員 

（会員） 
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 第６条  本会の会員は、第３条に定める区域に居住する世帯主及びこれに準ずる者（賛

助会員）を会員とする。 

    ２．第３条に定める区域内に事務所を置く法人、事業所を賛助会員にすることがで

きる。 

３．本会は、正当な理由なく前項に規定する者の加入及び退会を拒むことができな

い。 

    ４．入会及び退会をしようとする者は、会長にその旨を届け出るものとする。 

（会費） 

 第７条  会員は、所定の会費を納入するものとする。詳細は細則により定める。 

 

    第３章 役員  

（種別及び選任） 

 第８条 本会に、次の役員を置く。 

     （１）会長   １人 

     （２）副会長  ５人 

     （３）会計   ２人 

     （４）副会計  ５人以上（各地区より１人以上） 

     （４）監事   ２人 

     （５）理事   各事業部より１人以上及び各地区より１人以上及び三役の推薦

した者 

     （６）評議員（組長）  各組より１人 

   ２．役員は、総会において選任する。 

   ３．監事と３役（会長、副会長、会計）は、相互に兼ねることができない。 

（職務） 

 第９条 会長は、本会を代表し、会務を統括する。 

   ２．副会長は、会長を補佐し会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは会長があ

らかじめ指名した順序によってその職務を代行する。 

   ３．会計は、本会の会計事務を処理する。 

   ４．副会計は、各組の会費の徴収及びそれに類する会計業務を行う。 

   ５．監事は、次の職務を行う。 

     （１）本会の財産状況を監査すること。 

     （２）その他の役員の業務執行の状況を監査すること。 
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     （３）不整の事実を発見したときは、これを総会に報告すること。 

     （４）前号の報告をするため必要があるときは、総会の招集を請求又は招集する

こと。 

   ６．理事は、各事業部の業務を分任し、各事業の企画立案、その他の運営にあたる。 

   ７．評議員は、評議員会を構成し、評議員会は会の運営に係る重要な事項を審査決定

する。 

（任期） 

 第１０条 役員の任期は評議員（組長）を除き 1 期２年とする。ただし、補欠の役員の任

期は前任者の残任期間とする。 

   ２．役員は、再任することができる。 

 

第４章 総会 

（種別） 

 第１１条 本会の総会は、通常総会と臨時総会の２種類とする。 

（構成） 

 第１２条 総会は、会員をもって構成する。 

（機能） 

 第１３条 総会は、この規約に定めるもののほか、本会の運営に関する次の事項を議決す

る。 

   （１）事業計画の決定及び事業報告の承認 

   （２）収支予算の決定及び収支決算の承認 

   （３）規約の変更 

   （４）本会の解散及び残余財産の処分 

   （５）その他本会の運営に関する重要な事項 

（開催） 

 第１４条 通常総会は、原則として毎年５月に開催する。 

   ２．臨時総会は、会長が認めたとき、会員の３分の１以上から会議の目的事項を示し

て請求があったとき、又は監事から第９条第５項第４号の規定による請求があっ

たときに開催する。 

（招集） 

 第１５条 総会は、会長が招集する。 

   ２．総会を招集するときは、会員に対し会議の目的事項及びその内容並びに日時及び
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場所を示して、開催の日の３０日前までに文書をもって通知しなければならない。 

（議長） 

 第１６条 総会の議長は、その総会に出席した会員の中から選任する。 

（定足数） 

 第１７条 総会は、会員の過半数以上の出席により成立する。ただし、議長への委任状を

もって出席にかえることができる。 

（議決） 

 第１８条 総会の議事は、この規約に定めるもののほか、出席した会員の過半数をもって

決し、可否同数のときは議長の決するところによる。 

（書面表決） 

 第１９条 自然災害等で招集が困難な場合は、あらかじめ通知した事項について書面をも

って表決することができる。 

（議事録） 

 第２０条 総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。 

   （１）日時及び場所 

   （２）会員の現在数及び出席者数（委任状を含む） 

   （３）議決事項 

   （４）議事の経過及び要領並びに発言者の発言要旨 

   ２．議事録には、出席した会員の中からその会議において選任された書記２人が議長

とともに署名及び捺印しなければならない。 

 

第５章 理事会 

（構成） 

 第２１条 理事会は、会長、副会長、会計、副会計、監事、理事をもって構成する。 

（権能） 

 第２２条 理事会は、この規約に定めるもののほか次の事項を議決する。 

   （１）総会に付議すべき事項 

   （２）総会の議決した事項の執行に関する事項 

   （３）その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項 

   （４）会長が、会に付議すべきとした事項 

（開催） 

 第２３条 理事会は、会長が招集する。 



5 

 

   ２．月に一回定例日を設けて開催するほか、会長が必要と認めたとき。 

   ３．理事会の議長は、副会長が輪番であたる。 

 

    第６章 資産及び会計 

（資産の構成） 

 第２４条 本会の資産は、次に掲げるものをもって構成する。 

   （１）会費 

   （２）寄付金品 

   （３）公的機関の助成金 

   （４）事業に伴う収入 

   （５）資金から生じる収入 

   （６）その他の収入 

（資産の管理） 

 第２５条 資産は、会長が管理し、その方法は、理事会の議決により定める。 

（経費の支弁） 

 第２６条 本会の経費は、資産をもって支弁する。 

（予算及び決算） 

 第２７条 本会の収支予算は、総会の議決により定め、収支決算は、毎会計年度終了後２

カ月以内の監査を経て、総会の承認を得なければならない。 

（予算の暫定執行） 

 第２８条 会計年度初めから総会開催日までに支弁しなければならない経費に関しては、

理事会の報告を経て、総会の承認を得るものとする。 

 

（会計年度） 

 第２９条 本会の会計年度は、毎年４月１日に始まり、翌年３月３１日に終わる。 

 

     第７章 規約の変更 

（規約の変更） 

 第３０条 この規約を変更する場合は、総会において出席者の３分の２以上の同意を得な

ければならない。 
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第８章 雑則 

（備え付け帳簿及び書類） 

 第３１条 本会の事務所には、次の帳簿及び書類を備えておかなければならない。 

   （１）規約 

   （２）役員名簿 

   （３）総会及び理事会の議事録 

   （４）収支に関する帳簿及び証拠書類 

   （５）その他必要な帳簿及び書類 

（細則） 

 第３２条 理事会は、細則を定めることができる。理事会は、細則を制定したときは次の

総会に報告し承認を得なければならない。 

    

附則 この規約は、昭和６１年６月８日より施行する。 

   この規約は、平成１９年５月吉日より施行する。  

   この規約は、令和３年５月１７日より施行する。 

    この規約は、令和５年５月１４日に改定する。 

    （第５条１０項に広報部を追加、第９条７項の総会に付議すべき事項の事前審査を

削除） 

 

寺山町自治会細則 

（会費） 

第１条  寺山町自治会規約第７条に定める会費は、次の通りとする。 

    会費は、１世帯あたり月額３００円、賃貸居住者および賛助会員は月額２５０円 

とする。 

 

 

 


